
 四日市市予防接種に係る実費の徴収に関する規則の一部を改正する規則をここに公

布する。 

  平成３１年３月２９日 

四日市市長  森  智 広 

四日市市規則第３０号 

   四日市市予防接種に係る実費の徴収に関する規則の一部を改正する規則  

四日市市予防接種に係る実費の徴収に関する規則（平成２３年四日市市規則第３８

号）の一部を次のように改正する。  

 

改正後 改正前 

（趣旨） （趣旨） 

第１条 この規則は、予防接種法（昭和

２３年法律第６８号）第５条第１項の規

定により市長が行う予防接種（以下「定

期接種」という。）及び同項の規定に準

じて市長が行う予防接種（四日市市予防

接種事故災害補償規則（昭和５２年四日

市市規則第４２号）の規定する補償の対

象となるものに限る。以下「任意接種」

という。）に係る実費の徴収について、

必要な事項を定めるものとする。 

第１条 この規則は、予防接種法（昭和

２３年法律第６８号）第５条第１項の規

定により市長が行う予防接種に係る実

費の徴収について、必要な事項を定める

ものとする。 

  

（実費の徴収） （実費の徴収） 

第２条 市長は、定期接種又は任意接種

を行った場合においては、当該予防接種

を受けた者又はその後見人から実費と

して予防接種１回につき、次の各号に掲

げる予防接種の種類に応じて、当該各号

に定める額を徴収するものとする。 

第２条 市長は、予防接種法第５条第１

項の規定により予防接種を行った場合

においては、同法第２８条の規定によ

り、当該予防接種を受けた者又はその後

見人から実費として予防接種１回につ

き、次の各号に掲げる予防接種の種類に

応じて、当該各号に定める額を徴収する

ものとする。 



(1)及び(2) （略） (1)及び(2) （略） 

２ （略） ２ （略） 

  

 

   附 則 

 この規則は、平成３１年４月１日から施行する。  

（健康づくり課健康福祉課） 


